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 「川崎市災害時のトイレ対策方針」（案）に関するパブリックコメントの実施結果と主な変更について 

 
１ 概要 

災害時のトイレ環境は、過去に発生した大規模な震災において、水洗トイレが使用できず衛生環境が悪化し、被災した市民の避難

生活や健康に影響を及ぼすことが繰り返し発生するなど、問題になっていることから、過去の大規模災害で得られた教訓や課題に対

応するため、「川崎市災害時のトイレ対策方針」（案）を取りまとめ、市民の皆様からの御意見を募集しました。 

その結果、３５通（総意見数７５件）の御意見・御質問をいただきましたので、御意見等の内容とそれに対する本市の考え方を次

のとおり公表いたします。 

 
２ 意見募集の概要 

題 名 「川崎市災害時のトイレ対策方針」（案）に関する意見募集について 

意 見 の 募 集 期 間 令和７（２０２５）年９月８日（月）～令和７（２０２５）年１０月３１日（金） 

意 見 の 提 出 方 法 意見提出フォーム、FAX、郵送、持参 

 
意見募集の周知方法 

・川崎市ホームページ  ・市政だより（令和７年１０月号掲載） 

・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所の市政資料コーナー、支所・出張所、 

図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、危機管理本部危機管理部事業調整担当） 

 
結 果 の 公 表 方 法 

・川崎市ホームページ 
・資料の閲覧（かわさき情報プラザ、各区役所の市政資料コーナー、支所・出張所、 
図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、危機管理本部危機管理部事業調整担当） 

 
３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） ３５通 （７５件） 

内訳 意見提出フォーム ２３通 （４３件） 

FAX ５通 （１６件） 

郵送 １通 （ １件） 

持参 ６通 （１５件） 
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４ 案に関するパブリックコメントの実施結果 

（１）実施結果 

【御意見に対する本市の考え方の区分】 

Ａ 御意見を踏まえ、方針に反映させるもの 

Ｂ 御意見の趣旨が方針に沿ったものであり、御意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの  

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの  

Ｄ 方針に対する質問・要望であり、方針の内容を説明・確認するもの  

Ｅ その他 

 
【御意見の件数と対応区分】 

項目 A B C D E 計 

（１）方針全体について ０ ２ ０ ０ ０ ２ 

（２）方向性１「避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換」

について １ ３ １０ ２７ ０ ４１ 

（３）方向性２「市民の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ」について ２ ４ １ ８ ０ １５ 

（４）方向性３「共助・公助が連携したトイレ対策の地域展開」について ０ ７ ０ ２ ０ ９ 

（５）その他 ０ ０ ０ ２ ６ ８ 

計 ３ １６ １１ ３９ ６ ７５ 

※具体的な御意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。 

 
（２）主な意見と本市の対応 

  ア 主な意見 
    マンホールトイレ整備に関することをはじめ、避難所運営、携帯トイレに関する御意見等が寄せられました。 
  イ 本市の対応 
   携帯トイレの廃棄方法やマンホールトイレの整備後の運用に関する意見が寄せられたことを踏まえ、本方針の一部に加筆をす

るとともに、所要の整備を行い、「川崎市災害時のトイレ対策方針」を策定します。  
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５ 具体的な御意見の内容と本市の考え方 

（１）方針全体について（意見数２件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 本施策を実施するのは大賛成、災害時のトイレ問題は

不可避である。 

災害時のトイレ環境は、被災した市民の避難生活や健

康に影響を及ぼす重要な問題であり、いつ発生するか分

からない災害に備え、早急に取り組む必要があると考え

ております。本方針を基に、今後、自主防災組織や町内

会、自治会、民間事業者など、多様な主体と連携し、着

実に災害時のトイレ対策を進めていきます。 

B 

２ とても重要な施策に取り組んでいただき、ありがとう

ございます。市民の生命・安全に直結するトピックと捉

えており、充分な予算とスピード感を持って実施される

ことを要望する。 

B 
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（２）方向性１「避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換」について（意見数４１件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

能登半島地震においては、設置や運用を地元の自治会

が十分に把握しておらず、間違った使用方法をとったこ

とにより、避難者が困ったという報告もあった。避難所

にマンホールトイレを整備した後を想定し、避難所運営

者（自治会など）による携帯トイレ、マンホールトイレ

の発災直後の運用トレーニング、市民に分かりやすいマ

ニュアルの整備についてなど、運用面についても少し記

載があった方が良いのではないか。 

災害時の避難所において、避難者等の方々が適切にト

イレを使用し、安全で衛生的なトイレ環境が確保される

ことが重要だと考えており、マンホールトイレの設置マ

ニュアルの整備や避難所運営マニュアル標準例の見直し

など、災害時のトイレ運用を明確化して市民の皆様にお

伝えすることが重要と考えております。 
御意見を踏まえ、本方針の本編７ページの「方向性１ 

避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策

への転換」の「取組① マンホールトイレの整備」の

「構造・サインほか（想定）」に「マンホールトイレの

設置等に関するマニュアルの整備」を掲げるとともに、

本編８ページの「方向性２ 市民の具体的な行動につな

げる自助・共助への働きかけ」の「取組② 災害時の

トイレ対応訓練の実施」に、「災害時におけるトイレの

運用について、避難所運営マニュアル標準例へ位置付け

る」ことの記載を追加しました。 

A 

２ 

避難所では排泄関連は公衆衛生面で大きな影響が出る

と思うので、増設できる水洗トイレなどの整備はぜひ進

めていただきたい。 

避難所においては、安全で衛生的なトイレ環境を確保

していくことが重要だと考えております。 

マンホールトイレは、災害時においても、持続的かつ

衛生的に使用できる可能性が高く、水洗トイレに近い感

覚で使用できることから、避難所への整備を進めること

で、良好なトイレ環境を確保していきます。 

B 
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３ 

マンホールトイレの設置が進み完成したら、防災訓練

の時だけではなく頻繁に市民に開放して「見て学ぶ」を

開催してほしい。 

災害時においては、避難所運営会議の方々だけではな

く、避難する方々も設置、運営できることが必要なた

め、訓練のほか、イベントなど様々な機会を通じて、啓

発をしていきます。 

B 

４ 

賛成。マンホールトイレに関しては、避難所等、下水

道が耐震化されている施設以外で、安易にマンホールを

開けてトイレとすることのないよう、注意を促すことも

必要だと思う。私自身、断水時は、近くの公園の排水口

に排泄すればいいと思っていた。そのような人がいない

よう啓蒙をお願いしたい。 

避難所に整備するマンホールトイレの穴は、一般的な

住宅や道路上にあるマンホールとは異なり、安全性や排

泄環境を考慮した構造となっていますので、今後、マン

ホールトイレに関する啓発を行っていく中で、道路に設

置されているマンホール等を開けてトイレとして使用す

ることがないよう、丁寧に説明を行っていきます。 

B 

５ 

川崎市の地域特性として液状化のリスクがある地域が

広く分布している（川崎市災害時のトイレ対策方針の９

ページ目の「川崎市直下の地震の液状化危険度分布」よ

り）とのことで、整備したマンホールトイレを災害時に

おいて使用できるのか市民の不安がでてくることが想定

されることから、災害時にマンホールトイレが使用でき

る環境等の情報提供があると、市民の安心感が高まると

考える。 

本市では、下水の処理施設である水処理センターと避

難所を結ぶ下水管きょについて、令和８年度までに全て

の耐震化が完了する予定でして、令和９年度以降は、地

震による下水管きょへの被害を最小化できるものと考え

ております。これから避難所に整備するマンホールトイ

レは、耐震性能が確保されたものを採用し、液状化に強

い工法で設置していくことに加え、し尿の貯留機能が付

いていることから、液状化などのリスクにかかわらず、

発災当初から有効に活用できると考えております。 

また、避難所にはマンホールトイレだけでなく、携帯

トイレを備蓄するとともに、災害時にはトイレの使用可

否の確認を終えた既設のトイレを活用するなど、状況に

応じて複合的な対応を行うことで、安全で衛生的なトイ

レ環境を確保していきます。 

なお、災害時のマンホールトイレの設置状況について

は、避難所開設情報と併せてお知らせするなど、情報提

C 
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供の方法について検討していきます。 

６ 

可搬式照明はどのようなものか。夜間に女性や子供が

使用しやすいように、照明はかなり強めにお願いした

い。（他同趣旨１件） 

マンホールトイレの設置に必要な備品として、夜間で

も、高齢者や子どもをはじめとした要配慮者の方々の利

用を想定した可搬式の照明を用意するなど、安全で衛生

的なトイレ環境の確保に取り組んでいきます。照明に限

らず、過去の災害時の状況から得た知見を活かし、実際

に利用する避難者の視点に立って備品を配置していきま

す。 

C 

７ 
ささやかな希望として、男性用女性用トイレの配置の

仕方、トイレ内に軽量の物を置く棚などの設置、トイレ

までの導線の誘導灯の設置も考慮していただきたい。 

マンホールトイレの上部構造（テントやパネル）につ

いては、一般の利用を想定した個室のほか、高齢者、子

どもをはじめとした要配慮者と介護者の方が一緒に入れ

るユニバーサルデザインの大きい個室を用意します。 

マンホールトイレの設置に必要な備品、配置の仕方な

どについては、過去の災害時の状況から得た知見を活か

し、実際に利用する避難者の視点に立って備品を配置し

ていくことで、安全で衛生的なトイレ環境を確保してい

きます。 

 

C 

８ 

できれば子供用の小さいタイプの便座などあると良い

のではないか。棚やコート掛けのフック、ごみ箱などは

あるのか？手荷物などを地面に置くわけにはいかないの

で、棚やフックなどを検討していただきたい。 

C 

９ 
衛生の観点からも、女性用の個室にはサニタリーボッ

クスをつけていただきたい。 
C 

10 
テントのトイレは狭すぎて子供と一緒に入る事はでき

ないと思うが、どうか？ 
C 

11 

テントについて、カッターなどで切られたり、鍵がし

っかりしていなかったり、子供を一人で行かせることは

難しいと思っている。防犯の観点から、より個室に近い

頑丈なものにしていただきたい。（他同趣旨１件） 

C 

12 
男女のトイレの列は分けていただけると安心して使え

ると思う。 
C 
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13 

地震があったとき、誰がマンホールトイレを設営する

のか？  

マンホールトイレの設置は、自主防災組織や施設管理

者で構成される避難所運営会議と避難者が協力して対応

していくこととしております。 
D 

14 

避難所の携帯トイレについて、各学校ごとに備蓄数に

ばらつきがあるが、その配置については今後どうしてい

くのか？ 

携帯トイレの備蓄数については、令和８年度に実施す

る新たな地震被害想定調査の結果等を踏まえ、適宜、備

蓄数を調整していくことを検討しております。 D 

15 

川崎市南部地域は液状化リスクが高く、川崎市直下型

地震被害想定調査では、下水管きょの被害も甚大と想定

され、復旧において幸区東部は２２日〜２８日、西部は

８〜１１日となっている。 

そのような地域において、マンホールトイレが有効な

のか、疑問に思う。逆に不衛生な状況になるのではない

かと不安に思う。南部地域においては、簡易トイレの十

分な備蓄をすすめてほしい。地域性がある中、多様な政

策提案をすすめて頂けることを切望する。 

本市では、下水の処理施設である水処理センターと避

難所とを結ぶ下水管きょについて、令和８年度までに全

ての耐震化が完了する予定でして、令和９年度以降は、

地震による下水管きょへの被害を最小化できるものと考

えております。これから避難所に整備するマンホールト

イレは、耐震性能が確保されたものを採用し、液状化に

強い工法で設置していくことに加え、し尿の貯留機能が

付いていることから、液状化などのリスクにかかわら

ず、発災当初から有効に活用できると考えております。 

また、避難所にはマンホールトイレだけでなく、携帯

トイレを備蓄するとともに、災害時にはトイレの使用可

否の確認を終えた既設のトイレを活用するなど、状況に

応じて複合的な対応を行うことで、安全で衛生的なトイ

レ環境を確保していきます。 

D 

16 

マンホールトイレの設置について、設置予定の小・中

学校は開設から年月が経っているため、学校全体の下水

道網が壊れていている場合がある。まず、校内の下水道

網の図面等を確認する必要があると思われる。 

これから避難所に整備するマンホールトイレは、耐震

性能が確保されたものを採用し、液状化に強い工法で設

置することとしており、今年度実施している基礎調査に

おいて、敷地の下水道の図面等も確認しております。 

D 
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17 

宮前区役所にマンホールトイレが設置されないのは、

正直理解しかねる。能登の地震では、役場のトイレが詰

まって異臭がすごかったと聞いており、防災の拠点とな

る区役所は必要ではないか？移転までまだ時間があり、

この間、移転時期が延期している。その間に地震が来た

ときはどうなるのか？ 
また、移転後の新しい区役所にはマンホールトイレが

しっかり取り付けられているのか？今の区役所の跡地に

マンホールトイレは必要ではないか？役場がこういうこ

とをするとき、大体は災害に強い地域をつくるといった

検討があるのではと思うので、やはり今の区役所にマン

ホールトイレを付けておいて、跡地でも使えるようにす

る方がいいのではと思う。 

宮前区役所については、庁舎移転が予定されており、

現時点ではマンホールトイレの整備箇所には掲げており

ませんが、今後も整備の有無について検討していくとと

もに、それまでの間は、被災状況を想定したシミュレー

ションにより、あらかじめ対応策を定め、優先的に仮設

トイレを設置するなど、被災状況に応じて柔軟に対応で

きるトイレ対策に取り組むことで、発災当初から安全で

衛生的なトイレ環境を確保していきます。 

新たな宮前区役所については、災害時における市民の

安全や被災者への支援など、区役所を継続的に機能させ

るためにも、トイレ環境の確保は重要となることから、

マンホールトイレ整備を含めた災害時のトイレ環境の確

保に向けて取り組んでいきます。 

D 

18 

水源について、開設不要型応急給水処点を水源とする

との事だが、水道を水源として使用する場合、能登半島

地震の時のように、耐震管路が破損するような断層の発

生、浄水場の大規模損壊や電源喪失などにより給水がで

きない場合も想定されることから、代替水源がある方が

避難所としては安心である。防火水槽や散水車給水など

の非常時代替案も事前に想定されているか？ 

本市で整備するマンホールトイレは、貯留機能を有し

ており、給水や排水ができない場合でも一定期間し尿を

貯留することでトイレの使用が可能となる構造となって

おります。また、代替水源については、プールの水等を

被災状況に応じて活用していくほか、備蓄している携帯

トイレや仮設トイレを活用しながら、し尿収集によるオ

ペレーションで対応を図ります。 

D 

19 

感染症等の対策も踏まえ、手洗いもトイレの近くに設

置していただきたい。（他同趣旨１件） 
既に設置されている開設不要型応急給水拠点は、災害

時の手洗い場であり、トイレ使用後にも利用してもらう

ことを想定しておりますので、マンホールトイレの設置

位置は、手洗い場との距離のほか避難所との距離や防犯

上の観点なども考慮し、整備していきます。なお、手洗

い場との距離がある場合には、汲み置き型の手洗い場を

D 
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設置するなど、避難所運営の中で工夫して対応を図りま

す。 

20 

仮設・簡易トイレの初動対応体制を「必須措置」とし

て位置付け、設置基数目標・配置場所の事前計画・照

明・バリアフリー仕様の標準化を明記していただきた

い。 

避難所等のマンホールトイレの設置基数につきまして

は、１箇所あたり最低５穴、最大１０穴としておりま

す。マンホールトイレの配置場所など、今年度実施して

いる基礎調査の中で検討を進めているところです。 
また、一般の利用を想定した個室のほか、高齢者や子

どもをはじめとした要配慮者の利用を想定したユニバー

サルデザインや、夜間の利用を想定した照明等の備品も

配置していきます。 

D 

21 

マンホールトイレについて、川崎市は南部北部で液状

化リスクなどの特性が全然違う。他都市ではすでに整備

されているところもたくさんあるし、そのあたりはどう

考えているか？ 

本市では、下水の処理施設である水処理センターと避

難所を結ぶ下水管きょについて、令和８年度までに全て

の耐震化が完了する予定でして、令和９年度以降は、地

震による下水管きょへの被害を最小化できるものと考え

ております。また、これから避難所に整備するマンホー

ルトイレは、耐震性能が確保されたものを採用し、液状

化に強い工法で設置していくことに加え、し尿の貯留機

能が付いていることから、液状化などのリスクにかかわ

らず、発災当初から有効に活用できると考えておりま

す。 

D 

22 

既に設置されているマンホールトイレにおいて、プー

ルから取水する時の配管が地震に耐えられるか不安であ

る。しっかりと耐震化するなり、対応をするべき。 

これまでに設置されたマンホールトイレは、プールの

水を水源としているところですが、これから整備するマ

ンホールトイレの水源と同様に開設不要型応急給水拠点

を水源とするなど、運用方法を検討していきます。 
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23 

川崎市が策定中の「災害時のトイレ対策方針（案）」に

おいて、各指定避難所に対し、マンホールトイレの整備

を段階的に進めていく方針が示されていることに対し、

地域住民として基本的に賛同する。しかし、はるひ野小

中学校避難所が「既に整備済み」として今回の整備対象

から除外されていることを町内会自主防災組織より伺

い、大きな懸念を抱いている。 
まず、現時点で設置されているとされるマンホールト

イレの整備内容について、地域住民には十分な情報が共

有されておらず、どのような基準で「整備済み」と判断

されたのかが不明瞭。具体的な設置基数、配置、耐震

性、配管状況などについての情報を公開していただきた

い。また、災害時にこれらの設備が実際に使用可能な状

態で維持されているかどうか、日常的な点検状況を含め

て、町内会および住民に説明されていない。 
さらに、設置されている３基のマンホールトイレのう

ち、実際に同時に使用できるのは間隔の問題から２基程

度にとどまるとの指摘もあり、市が示している「５基以

上設置」の方針とは明らかに乖離がある。避難所の規模

や収容人数を考慮すれば、使用可能な基数を増やすため

の再配置や増設が必要と考える。 
加えて、現地のマンホールトイレが水源、下水道に確

実に接続されており、災害時や断水時でも使用可能であ

るのか、仕組みとしてどのように機能するのかといった

点についても確認と明示を求める。仮に使用困難な状況

が想定されるのであれば、仮設・簡易トイレの導入を含

既にマンホールトイレが整備済みの、はるひ野小学

校・はるひ野中学校の避難所については、校舎建設時に

整備されたものであり、現在、マンホールトイレは３穴

を整備しているところです。今後、災害時のトイレ対策

の取組を進めていく中で、最低５穴としているマンホー

ルトイレの整備穴数から不足している避難所について、

穴数増設の可否等を検討していくとともに、仮設トイレ

や携帯トイレ等の災害用トイレを併用し複合的な対応を

行っていくことで、安全で衛生的なトイレ環境を確保し

ていきます。 

 なお、穴数増設の可否等の検討を進めていく中で、地

域等に改めて説明を行っていきます。 
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む代替手段を、事前に計画・整備していただきたい。 
これらの課題を踏まえ、はるひ野小中学校避難所につ

いては、現状の整備状況を再評価したうえで、必要な改

善措置を講じていただくことを強く要望する。併せて、

町内会及び地域住民に対しても、整備状況や災害時の利

用方法に関する丁寧な説明・周知を行っていただきた

い。  
災害時のトイレ環境は、衛生面や健康、生活の質に直

結する極めて重要な要素であり、地域の安心・安全のた

めに、市の責任ある対応をお願いしたい。（他同趣旨１０

件） 

24 

２０２５年１０月に国土交通省から「マンホールトイ

レ整備・運用のためのガイドライン-２０２５年版-」が示

され、貯留型マンホールトイレの種類が細分化（①管路

内貯留型 ②流下貯留型）、特徴が明確となった。記載方

法を同ガイドラインに合わせてはどうか？ 

「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライ

ン」（国土交通省）は、平成２８（２０１６）年３月に

策定されて以降、熊本地震を踏まえた内容の充実を図っ

て「２０１８年度版」の策定を行っており、令和７（２

０２５）年１０月には、能登半島地震を踏まえた内容の

充実を図った「２０２５年度版」が策定されたところで

すので、所要の修正を行います。 

D 

25 

オストメイトへの対応はできるのか。 「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」

（内閣府）において、人工肛門、人工膀胱保有者への配

慮事項が掲載されており、参考にしながら対応を図って

いきます。 

D 

26 

学校での生徒用の携帯トイレについて、今年度納品さ

れるということで、現状は無いと思うが、今発災したら

どうするのかなど、先生たちは分かっているのか？ 

納品前に発災し、災害用トイレを使用する場合は、避

難者用に備蓄倉庫で備蓄している携帯トイレや簡易トイ

レを利用することになっており、各学校にはその旨を会

議等で情報共有しております。 
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27 

男小トイレの設置は検討しているのか知りたい。大規

模災害となればマンホールトイレに行列ができると思う

ので、行列解消の手段として男小用を設けることもご検

討いただきたい。 

避難所におけるトイレは、「避難所におけるトイレの

確保・管理ガイドライン」（内閣府）で示されている考

え方に沿って、マンホールトイレを軸に、学校の既設ト

イレの個室を活用して携帯トイレ等を使用するなど、複

合的な対応によって、トイレの数は５０人に１基、女性

対男性比率３：１及び要配慮者用のトイレ確保を目指す

こととしておりますので、当該ガイドラインを踏まえ、

避難所における必要なトイレ数の確保に向けた取組を進

め、安全で衛生的なトイレ環境を確保していきます。 

D 

28 

 整備規模として、１か所あたり５穴〜１０穴とされて

いるが、スフィア基準では避難人数に対し、初期は５０

人に１基のトイレを有し、かつ、男性と女性の個室比率

は１：３とするよう記載されている。国土交通省の「マ

ンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン－２０

２５年版－」でも、マンホールトイレのトイレ基数は従

来の５０人〜１００人に１基から、５０人に１基を目安

と記載された。 
５穴の場合、身障者（車椅子）対応トイレを男女共用

として１穴利用し、４穴を分けると男性用居室は１か所

のみとなってしまいます。しかし、最低６穴となれば、

男性個室１基、女性個室３基、車椅子男女共用１基、男

性用小便器４基という仕様も可能となる。この場合、男

性は大便用途として制限はあるが、５穴仕様に比べて小

便用途を含めると利用の回転率は上げられる。スフィア

基準に準じていないまでも、快適性は考慮された設計に

なると考えられる。 
また、避難所の想定避難人数が１０００人規模の場

合、単純計算で２０基程度のトイレが必要となるが、現

場状況により取り付けられる基数に制限が生じるケース

もあることから、穴数を最大１０穴と規定する方針を守

るのではなく、「できるだけスフィア基準を満たせる」設
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置を検討するといった表現に変更することで、現場に合

わせた設計の自由度も高まるのではないか。 
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（３）方向性２「市民の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ」について（意見数１５件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

市立小学校に配されるマンホールトイレに期待してい

る。敷地内では耐震性の高い配水管が敷設されていると

の事だが、道路の下水本管が健全かどうかの判断がつく

までは使用できないとも聞いている。下水道局は下水本

管の点検を直ぐに実施してもらえるのか。被災後例えば

３日は携帯トイレを使うというようなルールまたは学校

毎に当該下水管の調査結果を最大３日で連絡して頂ける

等のフローが必要だと思う。 

本市では、下水の処理施設である水処理センターと避

難所とを結ぶ下水管きょについて、令和８年度までに全

ての耐震化が完了する予定でして、令和９年度以降は、

地震による下水管きょへの被害を最小化できるものと考

えております。また、災害時、速やかに下水管きょの緊

急点検を開始し、３日以内に実施することとしており、

その点検結果の情報提供のあり方について検討していき

ます。 
さらに、災害時の避難所において、自主防災組織や避

難者等の方々が適切にトイレを運用し、安全で衛生的な

トイレ環境を保つことが重要だと考えており、避難所運

営マニュアルの見直しなど、災害時のトイレ運用を明確

化して市民の皆様にお伝えすることが重要と考えており

ます。 
御意見を踏まえ、本編８ページの「方向性２ 市民の

具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ」の

「取組② 災害時のトイレ対応訓練の実施」に、「災害

時におけるトイレの運用について、避難所運営マニュア

ル標準例へ位置付ける」ことの記載を追加しました。 

A 
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２ 

災害が発生した場合、在宅避難で携帯トイレを使用す

ることは理解しているが、使用後、一定期間保管しなけ

ればいけないこと、どのタイミングで廃棄することがで

きるようになるのかなど、後処理についても明記するべ

きではないか。 

災害時は、ごみ収集を一時的に中止し、原則として３

日目以降に、収集再開を目指しますので、普通ごみとな

る携帯トイレについても一定期間の保管が必要となるこ

とから、これまでも啓発活動の中で周知をしてきたとこ

ろです。 
 使用済み携帯トイレの廃棄方法については、市民の皆

様へ的確にお伝えすることが重要だと考えておりますの

で、御意見を踏まえ、本編８ページの「方向性２ 市民

の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ」の

「取組① トイレ対策の啓発強化」に、「使用済み携帯

トイレの廃棄方法」を啓発していくことについての記載

を追加しました。 

A 

３ 

普段、防災講座などで災害時のトイレの話や実際に携

帯トイレの使い方などを実演し、参加者の皆様からの話

を聞くことがあるが、「必要と言われて買ったが封も開け

ていない」と言う声が多く、実際に使い方を知らない方

が多い。町内会や自主防災組織でも防災講座などを開催

しているとは思うが、「使い方までは聞いていない」とよ

く言われる。なので、携帯トイレの使い方、廃棄の仕

方、ごみ収集車が来るまでの保管の仕方など、もっとも

っと市民に周知していく必要があると思う。 

災害が発生し、日常とは違う混乱した中で携帯トイレ

など災害用トイレを使用することが難しくなることも想

定されることから、平時から災害時におけるトイレ環境

を理解し、携帯トイレの設置や使用に慣れておくことが

重要だと考えており、各種防災関連のイベント等におい

て、携帯トイレの使用実演や使用済み携帯トイレの廃棄

方法の周知、サンプル配布を行うことで、実際に手に取

る機会を設け、家庭内備蓄など市民の具体的な行動につ

なげる取組をしていきます。 

B 

４ 

災害時に市民が慌てることなく携帯トイレを使用でき

るよう、携帯トイレの使用方法等を学び・体験する機会

があることに賛同する。実際に学び・体験することで、

備蓄につながることも期待される。また、備蓄率向上に

向け、民間事業者との連携について記載されているが、

携帯トイレの備蓄のほか、災害時におけるトイレの使

用方法、使用可否の確認方法など、市民のトイレに関す

る意識を一層高めていくことが重要となりますので、各

種防災関連のイベント等において、携帯トイレの使用実

演や使用済み携帯トイレの廃棄方法の周知、サンプル配

B 
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学びや体験の場の提供には相当の労力がかかることが想

定されることから、民間事業者と連携することで、学

び・体験の場をより広く展開することが期待できると考

える。 

布を行うことで、実際に手に取る機会を設け、家庭内備

蓄など市民の具体的な行動につなげる取組を進めていき

ます。 
また、民間事業者との連携については、在宅避難者な

どへの支援拠点として協力していただく仕組みの構築に

取り組む中で、様々な連携を検討していきます。 

５ 

県公社の集合住宅に居住しており、個人的には災害ト

イレ用品を備蓄しているが、災害で設備に破損などがあ

った際に確認されるまではトイレを使ってはならないと

いうことが全住民に周知されているか不安に思ってい

る。世帯数も多いため、自治体からの強い啓蒙が必要と

感じる。当たり前の知識になって欲しい。 

携帯トイレの備蓄のほか、災害時におけるトイレの使

用方法、使用可否の確認方法など、市民のトイレに関す

る意識を一層高めていくことが重要となりますので、各

種防災関連のイベント等において、携帯トイレの使用実

演や使用済み携帯トイレの廃棄方法の周知、サンプル配

布を行うことで、実際に手に取る機会を設け、家庭内備

蓄など市民の具体的な行動につなげる取組を進めていき

ます。 

B 

６ 

地震発生後の断水時に、風呂の残り湯を使ってトイレ

を流すという描写を見たことがあるが、これをやってし

まうと、排水管に破損があった時に汚物を含む汚水が管

の外に流出し、後々の除去作業が大変になる。集合住宅

の場合、共用部分に致命的な損傷を与える可能性もあ

る。 

今は「大きな地震の後はトイレの汚水を排水管に流し

てはいけない」という考えが防災の常識だが、それを知

らない方も一定数いるように思う。「こういうことをやる

と場合によっては損害賠償責任を負うことになる」とい

うことを、早急に強く周知する必要があると感じる。 

B 
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７ 

特に大規模マンションでは、自治会・自主防災組織が

携帯トイレ使用後のルールやマナーを作成し、徹底的に

周知する必要があると思うので、そのサポートを行政に

もお願いしたい。 

本市の地域特性として、マンションをはじめとする共

同住宅への居住率の割合も高く、住宅の耐震化率が高い

住宅環境となっていることから、在宅避難など避難所以

外での避難を見据え、自宅近くの地域において衛生的に

トイレが使用できるよう、共助、公助が連携してトイレ

環境を確保していく取組が重要と考えております。 

マンションでの在宅避難を進めていく上での必要な支

援について検討をしていきます。 

C 

８ 

集合住宅での下階のトイレでは、汚物の逆流を防ぐた

めに、水嚢などによって対処する必要がある。その場

合、便器が破損していなくとも携帯トイレを使用するこ

とが困難になると想定される。よって、集合住宅への災

害時トイレ対策としては携帯トイレの備蓄だけではな

く、簡易トイレの備蓄を推奨する必要があると考える。 
しかし、携帯トイレや簡易トイレの備蓄は、一般市民

には大変な出費になる。食品のローリングストックとは

異なり、トイレはあくまでも災害時に使用するものであ

るため、なかなか備蓄へと手が出せないといった現状が

あるように思う。だが、災害時においてはトイレ対策が

食事よりも重要な問題であるはずなので、行政機関から

全ての川崎市民の各家庭に向けて、携帯トイレや簡易ト

イレを無料で配布すると同時に、災害時トイレ対策を啓

蒙することが得策と思う。 

災害が発生し、日常とは違う混乱した中で携帯トイレ

など災害用トイレを使用することが難しくなることも想

定されることから、平時から災害時におけるトイレ環境

を理解し、携帯トイレの設置や使用に慣れておくことが

重要だと考えており、各種防災関連のイベント等におい

て、携帯トイレの使用実演や使用済み携帯トイレの廃棄

方法の周知、サンプル配布を行うことで、実際に手に取

る機会を設け、家庭内備蓄など市民の具体的な行動につ

なげる取組をしていくとともに、マンション等の集合住

宅においては、共同備蓄に関する啓発をしていくなど、

取組を進めていきます。 

D 
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９ 

災害時、避難所においてトイレを使用する前に、使用

できるか最終ますを開けて調べることとなっているが、

大きなマンホールを開けることは難しい。このような場

合においても、トイレを使用することはできないのか。 

災害時に施設内の排水設備が破損している場合、適切

な排水が行われず、汚水の逆流や汚物の堆積が発生し、

衛生環境の悪化や感染症の発生を招くことがありますの

で、避難所となる市立学校の既設トイレを使用する前

に、排水設備に破損がないか確認することが必要です。 

そのため、発災当初につきましては、避難所では携帯

トイレやマンホールトイレを優先的に利用することと

し、安全を確保して最終ますの確認ができる状況になっ

てから既設トイレの確認を実施するようお願いしている

ところです。 

D 

10 

携帯トイレについて、各町内会や自主防単位では、ど

のくらいの数備蓄しておけばいいのか。 

災害時のトイレ対策は、自らの命は自らが守るという

「自助」の考え方を基に、市民や企業が必要な量の携帯

トイレの備蓄や災害時におけるトイレの利用に関する認

識を高めることが重要となることから、市民のトイレに

関する意識を一層高めていく啓発活動を行っているとこ

ろです。携帯トイレの備蓄数については、１人１日５回

を目安に、最低３日分、できれば７日分以上を推奨して

いまして、町内会や自主防災組織単位の備蓄数について

は、地域による災害時の対応等が異なることから、一律

に数を示すことが難しいと考えており、上記目安を基

に、地域の状況に応じて御検討いただくものと考えてお

ります。 
なお、災害用トイレの確保に向けた支援制度として、

自主防災組織を対象とした川崎市自主防災組織防災資器

材購入補助金の補助対象品目を拡充していき、携帯トイ

レの共同備蓄を支援していく準備を進めています。 

D 
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11 

大規模地震により下水道や配管が破損したか否かの判

断は、一般市民では難しいのではないか。そこで「大規

模地震の場合（震度●●以上）は、下水道や配管の破損

確認ができるまでトイレの水は流さない」など、行政か

らのガイドラインがあると良いと考える。 
例えば集合住宅の場合、災害時のトイレの使用方法を

集合集宅の全住民が共有していなければ、大規模地震に

おいて下水の配管が破損した場合、上階の住民がトイレ

の水を流してしまえば下階のトイレに汚物が逆流してし

まう、といった二次災害が起きる危険性がある。しか

し、集合住宅の理事会において防災組織が設置されてい

ないケースが多くみられ、当方が居住するマンションに

おいても災害時のトイレ事情や対策が居住者で共有でき

ていない。戸建住宅にしても、町内会での防災組織の運

営によって、災害時対策が町民に共有されているとは思

い難い状況に感じている。 
 よって、行政機関から各町内会や各集合住宅の理事会

に向けて防災組織の設置を義務付けるのはどうか。川崎

市またはそれぞれの区で共有すべき災害時ガイドライン

設け、定期的に行政機関との防災対策勉強会を開催する

ことで、最新の情報を両者で共有することが必要なので

はないかと考える。現時点での行政の災害・防災に関す

る危機管理活動は、各団体から要請があれば説明をしに

いく、といった、少々消極的アプローチのように感じて

いる。今後は、防災に関心がない住民へもきちんと声が

届くよう、裾野を広げる積極的なアプローチを希求す

災害時において、自宅が無事な場合は在宅避難を推奨

しておりますが、排水設備が破損している場合、適切な

排水が行われず、汚水の逆流や汚物の堆積が発生し、衛

生環境の悪化や感染症の発生を招くことから、発災当初

はトイレの水を流さず、携帯トイレの使用をすることに

ついて、「備える。かわさき（マガジン）」や「在宅版・

備える。かわさき」などを発行し、市ホームページや各

種イベント等で啓発しています。また、町内会等の団体

に対しては、本市職員を講師として派遣するぼうさい出

前講座により周知や啓発、意見交換を行っております。

啓発活動については、既存の啓発の場のみならず、あら

ゆる機会を捉え、今後も実施していきます。 
自主防災組織の結成について、本市では、過去の災害

における教訓を基に、隣近所や町内会などの地域コミュ

ニティが持つ「人と人とのつながり」や「即応性」を重

視して、地域の防災力を高めながら災害に備える活動を

支援しております。結成にあたっては、何よりも住民の

皆様の御理解と御協力が不可欠でありますので、「自主

防災組織の手引き」等により結成を促進していきます。 

D 
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る。 
常日頃から町内会や理事会が行政機関と連携しておく

ことによって、いざという時においても円滑な連携が可

能になると考える。 

12 

昼間に発災して学校のトイレが使用できなくなった場

合の対応など、学校では考えていないのか？ 

災害時に避難所となる市立学校のトイレについては、

最終ますによる排水状況の確認が完了するまでは使用し

ないこととし、確認ができるまでは、備蓄倉庫で備蓄し

ている携帯トイレや簡易トイレなどを使用することで対

応していきます。 
なお、携帯トイレ等の備蓄については、避難所の備蓄

とは別に、児童生徒用を備蓄していきます。 

D 

13 

携帯トイレを使った後のごみについて、家庭でも避難

所でも、相当量の使用済み携帯トイレごみが出ることが

想定されている中で、発災後のごみの回収は課題となっ

ている部分もある。大量のごみをどこに保管しておくの

かまだ考えられていないのが現状。 

災害時においても、使用後の携帯トイレを廃棄する場

合は普通ごみに分類されます。災害時のごみ収集は一時

的に中止をし、原則として３日目以降に、早期の収集再

開を目指しますので、家庭などで一定期間の保管が必要

なことについて、啓発活動において周知をしているとこ

ろです。 

避難所におけるごみの保管場所については、避難所運

営マニュアル標準例を参考に、各避難所の避難所運営会

議において、保管・収集に適した場所を検討の上、設置

していくこととしています。 

D 
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14 

携帯トイレの準備のアナウンスは重要だと思うので、

町内会・自治会・自主防災組織でも大きく PR していけ

るよう、チラシや啓発グッズを作成していただけると助

かる。特に防災イベントでお試し用として携帯トイレを

配布するケースがあると思うので、配布物に付けられる

子どもが喜びそうなシールなどがあるとありがたい。 

携帯トイレの備蓄のほか、災害時におけるトイレの使

用方法、使用可否の確認方法など、災害時のトイレ環境

に関する知識を啓発していくことは重要と考えておりま

すので、市民のトイレに関する意識を一層高めていく啓

発活動を、あらゆる機会を捉えて行っていきます。 
啓発にあたっては、若い世代の防災意識が低い状況で

あることから、ターゲットとして取組を進めることが重

要であると考え、スポーツパートナーと連携したグッズ

を作成するとともに、SNS、動画などのデジタルコンテ

ンツの充実に取り組んでおります。また、本市の防災情

報をまとめたリーフレット「備える。かわさき（マガジ

ン）」第５号では、大地震に備えたトイレ対策を特集し

ており、市ホームページに掲載しておりますので、市民

の皆様に御活用いただけるよう、引き続き啓発していき

ます。 

D 

15 

災害時のトイレについては、自分で始末するのがいち

ばん。共助、公助のトイレも良いが、いちばんは、処理

（清浄）の問題であり、自分で清浄・処理は中々やる人

はいない。マンホールトイレは確かに良いが、やはり汚

すのではないか。きれいに掃除をしていくとは思えな

い。そこで、自分で始末する方法として、オムツ、パッ

ト等を携帯し、カバンの中等に入れて置くことが良いと

思う。用を足したいと思う時に装着すれば良く、後にビ

ニール袋を二重にして持ち帰れば良い。 

災害時のトイレ対策は、自らの命は自らが守るという

「自助」の考え方を基に、携帯トイレの備蓄のほか、災

害時におけるトイレの使用方法、使用可否の確認方法な

ど、災害時のトイレに関する意識を一層高めていく啓発

活動を、あらゆる機会を捉えて行っていきます。 
なお、避難所にはマンホールトイレだけでなく、携帯

トイレを備蓄するとともに、災害時にはトイレの使用確

認を終えた既設のトイレを活用するなど、状況に応じて

複合的な対応を行うことで、安全で衛生的なトイレ環境

を確保していきます。 

D 
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（４）方向性３「共助・公助が連携したトイレ対策の地域展開」について（意見数９件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

方向性３の取組３にある支援制度について、支援対象

者だけ書いてあり具体的な支援の内容がよく分からな

い。町内会で携帯トイレを買ったときに補助金がもらえ

るのか、補助制度を使いたい場合の調整や開始時期な

ど、具体的な中身を知りたい。（他同趣旨１件） 

災害用トイレの確保に向けた支援制度として、自主防

災組織を対象とした川崎市自主防災組織防災資器材購入

補助金の補助対象品目を拡充していき、携帯トイレの共

同備蓄を支援していくよう準備を進めているところで

す。 
より詳細な内容については、今後、市ホームページで

御案内するとともに、町内会や自主防災組織等の会合の

場でも説明をしていきます。 

B 

２ 

携帯トイレ備蓄を推進するなら、町会向けの防災資機

材補助メニューに入れるべき。市民文化局の町会補助金

が活用できるのは知っているが、町会活動に使うと残金

は多くない。防災は防災分野でしっかり補助をするべ

き。 

B 

３ 

災害時において、全市民（人口１５０万人超）を避難

所に収容することができないと想像することから、在宅

避難は非常に有用であり、在宅避難を実現するために

は、「携帯トイレの備蓄率向上」が重要と考える。携帯ト

イレを３日分以上備蓄しているという回答が３２．１％

（本案８頁「令和６年度市民アンケート」より）と低い

現況を鑑み、短期間での携帯トイレの備蓄率向上を図る

ため、市民の携帯トイレの購入のための補助金が必要と

考える。 

B 
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４ 

川崎市の住宅用火災報知器の設置率が全国トップレベ

ルの９８％（総務省消防庁 住宅用火災警報器の設置状

況等調査結果（令和７年６月１日時点）より）であるこ

とは、消防局や防火協会等関係者の長年の努力の賜物と

考えられることから、携帯トイレについても、地域自主

防災組織と連携を強化することで備蓄率向上が期待でき

ると考える。 

自主防災組織と連携し、総合防災訓練等を通じた避難

所における発災当初のトイレ対応の一連の訓練や、啓発

活動などによって、災害時のトイレ対策に関する啓発を

今後も行っていきます。 
また、災害用トイレの確保に向けた支援制度として、

自主防災組織を対象とした川崎市自主防災組織防災資器

材購入補助金の補助対象品目を拡充していき、携帯トイ

レの備蓄を支援していく準備を進めているところです。 

B 

５ 

民間業者や防災団体などのつながりも増えていけばさ

らに協力体制が取れると思うので、災害時のトイレを基

に交流会や情報交換会、勉強会などを数か月に一度程度

開催して川崎市の防災に力を入れていければ、そこから

広がったつながりや、そこから学んだことを発信してい

く企業様も増えるのではないかと考えている。 

避難所以外の場所で避難生活を送る市民が、自宅近く

の地域において、衛生的にトイレの使用ができるよう、

共助、公助で連携してトイレ環境を確保していく取組を

展開していくためには、自主防災組織に加え、民間事業

者や地域で活動する団体など多様な主体との連携による

裾野の拡大を図っていく必要があり、各避難所の避難所

運営会議や避難所開設訓練の際に、防災協力事業所等と

連携していくなど、一層の地域防災力の向上に向け取り

組んでいきます。 

B 

６ 

学校で活動している野球チームなどの保護者たちは力

になりそうな方々が多い。学校の先生がいないタイミン

グで発災した場合は、その方々にも対応をしてもらわな

いといけない場面が出てくるので、防災教育として連携

していくのは素晴らしい取組だと思う。 

地域の防災拠点として、災害時においても学校がその

機能を維持していくことが重要となることから、引き続

き、地域やボランティアと連携した避難者支援体制の構

築などの取組を進めていきます。 
B 
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７ 

町内会や防災部会、子供会や青年会などに対し、様々

な補助を作ってくださるのはありがたいと思う反面、そ

れらの補助ごとに申請を要するのも苦痛で、毎回、町名

や担当者欄の記入は面倒。パソコン操作に手慣れていな

いため、防災は防災に関する申請で申請書の一元化など

はできないか？ 

補助金等については、適正に執行することが必要にな

りますので、制度の目的に沿った申請様式を備える必要

がありますが、申請の複雑化につながることの懸念があ

ることも認識しているところです。 
自主防災組織を対象とした川崎市自主防災組織防災資

器材購入補助金において、携帯トイレと簡易トイレを補

助対象品目として追加し拡充していくなど、既存の制度

を活用した準備を進めているところです。 

D 

８ 

「避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ

対策への転換」は非常に良い政策だと思う。現居住民と

しては、避難場所は麻生小学校であり、本件に関しても

麻生小学校の通用門側に災害用トイレを設置し、道路脇

のマンホールに流すと聞いている。この地区で麻生小学

校に避難する住民は、戸建住宅に住む方々が中心で、マ

ンションの住民は、マンション内の各戸に災害時はとど

まる、その方が安全であると思われる。被災時の用足し

は、各自が事前に「災害用トイレ」グッズを用意し、そ

れでまかなうことを原則として啓蒙はしているが、どこ

までマンション内住民が事前準備をしているかは分から

ない。麻生小学校の隣には市運営の隠れ谷公園があり、

その周辺には、パークハウス３番街（計１７６戸）、パー

クハウス２番街（計１４４戸）、パークハウス（計５７

戸）、アドリーム（計４０戸）、パークハウスヒルズテラ

ス（計１３３戸）と合計５５０戸のマンション住民がい

る。麻生小学校に避難はしないものの、「用足し」面では

周囲の住民はマンション住民も避難所に期待する局面が

 本市の地域特性として、住宅の耐震化率が高い状況に

あり、また、マンションをはじめとする共同住宅への居

住率の割合も高い住宅環境となっていることから、在宅

避難など避難所以外での避難を見据え、自宅近くの地域

において衛生的にトイレが使用できるよう、共助、公助

が連携してトイレ環境を確保していく取組が重要と考え

ております。地域における災害用トイレ確保に向けた取

組としては、防災協力事業所によるトイレの提供や貸出

に加え、マンホールトイレの整備が進むことで、これま

で備蓄してきた仮設トイレを活用することが可能となり

ますので、避難所以外の公共施設などにおいて、管理な

どの条件が整う場所をあらかじめ選定した上で、道路の

被災状況などに応じて弾力的な地域展開を行うなどの取

組を進めていきます。 

D 
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想定され、その際、「避難した住民は麻生小学校の災害用

トイレを優先使用」「避難所に避難はしていないが近隣の

マンション住民は、隠れ谷公園の災害用トイレも使用」

できるよう、また、麻生小学校のバックアップ用とし

て、市運営の隠れ谷公園の公衆用トイレ近辺に、そのマ

ンホールから導いた災害用トイレも設置していただくこ

とを、検討していただきたい。 

 
 
 
  

26



 
 

（５）その他（意見数８件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

１ 

トイレ用簡易パネルの組み立てを体験したが、区職員

の方も組み立てることができず、避難時に今あるパネル

が機能するかも疑問に思ったので、新しい物に買い換え

る必要があると思う。 

現在備蓄をしている仮設トイレや今後整備するマンホ

ールトイレについては、災害時においては避難所運営会

議の方々のみならず、本市職員である避難所運営要員も

組み立て方を習熟している必要がありますので、必要な

訓練等を実施していきます。 

D 

２ 

トイレカーの導入については考えないのか。 能登半島地震の際においては、避難生活の環境改善に

トイレカー等の災害対応車両の有用性が確認されており

ますが、道路が被災した場合の運搬や、避難所等へ設置

後の排泄物処理のほか、平時における活用方法などの課

題もありますので、まずは、各避難所へのマンホールト

イレの整備を着実に進めるとともに、令和７（２０２

５）年６月に国の「災害対応車両登録制度」の運用が開

始されたことから、今後、神奈川県が導入するトイレカ

ーを含め、同制度による災害対応車両の活用について、

調整等することを考えております。 

D 

３ 

市内公立学校や公共施設において、災害対策の観点か

ら、洋式化・乾式化を進めていただきたい。衛生面や、

高齢者・児童生徒の使いやすさからも、対応必須と思わ

れる。 

災害対策の観点から、避難者等の収容機能・情報収集

伝達機能・物資備蓄機能を有する、指定避難所となる市

立学校の校舎や体育館等のトイレについて、床面のドラ

イ化や和式便器から洋式便器への変更等、トイレの快適

化に取り組み、令和４（２０２２）年度に全校に対して

取組が完了しております。  

E 
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４ 

乳児・大人用の紙おむつが備蓄計画に入っているが、

おしりふき（乳児等のための清潔なウェットティッシ

ュ）、児童用のおむつ（医療的ケア児等のため）、生理用

ナプキンを備蓄対象として検討していただきたい。特

に、生理用ナプキンは受取・廃棄まで含めて、安全な動

線を設計していただきたい。 

避難者の健康状態の維持のために、おしりふきは必要

であると認識しており、今後、備蓄計画の改定の中で、

備蓄物資の検討を行っていきます。また、おむつ、生理

用品については、既に備蓄しており、避難所運営の中

で、配布の仕方や取り扱い方法については、避難所運営

会議で検討することとしています。 

E 

５ 

大地震などにおいて、下水道本管が被害を受けてしま

うとトイレは使えなくなるが、下水道本管の被害の状況

などは、どのように知らされるのか。 

下水管きょや施設に被害がある場合は、下水道の使用

を一時的に制限することがあります。下水道の使用制限

やその解除については、市ホームページや防災行政無

線、SNS 等において広報していきます。 

E 

６ 

多摩区の創作センターは要援護者の避難所に指定され

ているが、設備が整っていない部分が多いと思われる。 
多摩区の特別創作センターについては、風水害時に生

田中学校を緊急避難場所として開設した際の要配慮スペ

ースとして運用しており、空調設備のある当該施設を使

用することとしております。 

トイレ環境については、避難所である生田中学校へマ

ンホールトイレを整備していく中で、ユニバーサルデザ

インの大きい個室を用意するなどの対応をしていきま

す。 

E 

７ 

川崎区は、大規模地震の場合、津波被害が想定される

地域であると考えるが、避難所（例えば大島小学校）の

備蓄倉庫や自家発電装置は校庭内の地面に近い場所に設

置されている。備蓄品（簡易トイレや携帯トイレ、その

他備蓄品）の津波による水没を防ぐために、３階などの

物理的高所にも設置する必要があると考える。また、自

家発電装置は水没にも耐えられるようなものであるのか

が不安。 

施設の上階での備蓄については、各避難所運営会議の

施設管理者である市立学校の校長等と連携しながら、状

況に応じて備蓄場所を提供いただいているところです。 

自家発電装置については、現在、教育委員会事務局に

おいて設置状況や避難所ごとの浸水想定に関する調査を

進めています。 

E 
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８ 

昼間に生徒がいる時間帯に発災した場合の学校の対応

について知りたい。 

災害時の学校のトイレについては、最終ますの排水状

況の確認が完了するまでは使用しないこととし、確認が

できるまでは備蓄倉庫で備蓄している携帯トイレや簡易

トイレなどを使用することで対応していきます。なお、

携帯トイレ等の備蓄については、避難者用の備蓄と別

に、児童生徒用を備蓄していきます。 

E 
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６ 案からの変更点 

（１）パブリックコメントによる市民意見を踏まえた変更 

※下線は変更箇所 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 マンホールトイレ整備後のマニ

ュアル整備や運用に関する御意見

を受け、記載を加筆 

（本編Ｐ７） 

〇構造・サインほか※２（想定） 
（中略） 
 マンホールトイレの場所を周知するサイン

等の設置 
・マンホールトイレの設置等に関するマニュ

アルの整備 

（本編Ｐ７） 

〇構造・サインほか※２（想定） 
（中略） 
 マンホールトイレの場所を周知するサイン

等の設置 

 携帯トイレ使用後の廃棄方法に

関する御意見を受け、記載を加筆 
（本編Ｐ８、概要版Ｐ２） 

携帯トイレの備蓄のほか、災害時における

トイレの使用方法、使用可否の確認方法、使

用済みの携帯トイレの廃棄方法など、市民の

トイレに関する意識を一層高めていく啓発活

動を、あらゆる機会を捉えて行います。 

（本編Ｐ８、概要版Ｐ２） 

 携帯トイレの備蓄のほか、発災時における

トイレの使用方法、使用可否の確認方法な

ど、市民のトイレに関する意識を一層高めて

いく啓発活動を、あらゆる機会を捉えて行い

ます。 
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変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 マンホールトイレ整備後のマニ

ュアル整備や運用に関する御意見

を受け、記載を加筆 

（本編Ｐ８、概要版Ｐ２） 

 災害時の衛生的なトイレ環境を確保するた

め、災害時におけるトイレの運用について、

避難所運営マニュアル標準例へ位置付けると

ともに、防災訓練等を通じて、避難所におけ

る発災当初のトイレ対応の一連の訓練を実施

します。また、児童生徒の防災教育の一環と

して、携帯トイレの使用方法を学ぶ取組な

ど、災害時のトイレ対応の理解を深める取組

を実施することで、意識の醸成を図ります。

さらに、平時から地域の多様な主体と防災訓

練等の場などを通じて関係性を深めることに

より、災害時の連携を強化します。 

（本編Ｐ８、概要版Ｐ２） 

 災害時の衛生的なトイレ環境を確保するた

め、防災訓練等を通じて、避難所における発

災初動期のトイレ対応の一連の訓練を実施す

るとともに、児童生徒の防災教育の一環とし

て、携帯トイレの使用方法を学ぶ取組など、

災害時のトイレ対応の理解を深める取組を実

施することで、意識の醸成を図ります。ま

た、平時から地域の多様な主体と防災訓練等

の場などを通じて関係性を深めることによ

り、災害時の連携を強化します。 

 

 
（２）国の計画等の改定を踏まえた変更 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 「マンホールトイレ整備・運用

のためのガイドライン-２０２５年

版-」（国土交通省）の策定を受

け、記載を修正 

（本編Ｐ７） 
〇構造・サインほか※２（想定） 
・型式：管路内貯留型マンホールトイレ 

（本編Ｐ７） 

〇構造・サインほか※２（想定） 
・型式：貯留型マンホールトイレ 
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（３）取組の進捗を踏まえた変更 

変更の概要 変更内容【変更後】 【変更前】 

 マンホールトイレの整備に関す

る考え方の整理を踏まえ、表現を

見直し 

（本編Ｐ７、概要版Ｐ１） 
※１ 川崎区役所は民間ビルのため、また、

宮前区役所は庁舎移転が予定されており、今

後も整備等の有無について別途検討していく

ため、除いています。 

（本編Ｐ７、概要版Ｐ１） 

※１ 川崎区役所は民間ビルのため、宮前区

役所は庁舎移転の検討の状況を踏まえて整備

を検討するため除きます。 

 
 その他、用語・用字の修正など、所要の整備を行っています。 
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方向性１ 避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換

川崎市災害時のトイレ対策方針 概要版

・仮設トイレと携帯トイレ、簡易トイレを中心としたトイレ対策

・仮設トイレに溜まるし尿は、バキュームカーによる収集を想定

・各区総合防災訓練や避難所開設訓練における、災害用トイレの設置訓練の実施

災害時のトイレ環境における課題と現状

今後のトイレ対策の方向性

・防災啓発冊子「備える。かわさき」等で携帯トイレの備蓄などを啓発

・各区総合防災訓練や避難所開設訓練においても、携帯トイレの備蓄などを啓発

・災害用トイレの提供や災害時の活動に関する協定などによるトイレの確保

避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換

方向性１

・仮設トイレのし尿の収集は、発災後の道路状況やバキュームカーの台数等を勘案すると継続的な

運用が難しく、過去の災害と同様の問題が本市でも発生することが懸念されます。

・避難所におけるトイレ対策は、本市の強みである下水管きょの耐震化や避難所における開設不要

型応急給水拠点の整備状況を活かし、持続的かつ衛生的に使用できる可能性が高いマンホールトイ

レを主軸とした対策に転換していきます。

・発災当初から衛生的なトイレ環境を迅速に確保するため、状況に応じた複合的な対策を実施しま

す。

取組① マンホールトイレの整備

取組② マンホールトイレ整備後の効果的な管理・運用

整備箇所：全ての市内指定避難所150避難所（既に整備済みの24避難所を除く。）及び5区役所※

整備規模：災害時に想定されるトイレ利用者数やマンホールトイレ整備に向けた基礎調査の結果等を

勘案し、１箇所あたり最低5穴、最大10穴の整備を基本とする。

整備スケジュール：令和8年度から整備に着手し、おおむね令和13年度を目途に工事完了を想定

※川崎区役所は民間ビルのため、また、宮前区役所は庁舎移転が予定されており、今後もマンホール
トイレ整備等の有無について別途検討していくため、除いています。

マンホールトイレの整備イメージ

地中に埋設した排水管が下水道につながっています。 平常時のマンホールトイレ 東日本大震災での使用状況（東松島市）

（出典：国土交通省）

平常時から市内の民間事業者と連携し、マンホールトイレ整備後の定期点検や設置訓練を実施する

ことで、発災時にも速やかに衛生的なトイレ環境を確保できる体制を構築します。

公助

過去の大規模災害で得られた教訓や課題に対応するため、在宅避難や帰宅抑制などの避難行動の

多様化や、本市における学校や上下水道等の耐震化の進展を踏まえて、自助・共助・公助が連携し

ながら取り組むトイレ対策について、次の３つの方向性を定めます。

方向性２ 市民の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ

方向性３ 共助・公助が連携したトイレ対策の地域展開

持続的かつ衛生的に使用できる可能性が高いマンホールトイレと携帯トイレを併用するなど、

複合的な対策を構築することで、災害時においても避難者が安心・安全に使用することがで

きる、衛生的なトイレ環境を確保します。

公助
（避難所）

自助・共助
（地域）

-携帯トイレ-

・袋、吸収シートや

凝固剤がセット

・既存の便器を活用

して使用

-簡易トイレ-

・携帯トイレに加え、

段ボールなどの簡易

便座がセット

公助

自助・共助

市民一人ひとりが災害に対する関心と理解を深め、災害への備えの強化につながるよう、啓

発等の強化や、多様な主体と連携した取組を実施します。

在宅避難など、避難行動の多様化を見据えて、共助・公助の連携・協力により、避難所だけ

でない、地域で面的な広がりのあるトイレ対策を実施します。

共助・公助

-仮設トイレ-

・便器下の便槽によ

る貯留が可能だが、

バキュームカーでの

し尿収集が必要

本市では、これまで以下のトイレ対策に取り組んできました。

取組③ 携帯トイレを活用した複合的な対策の実施

災害時、マンホールトイレの設置については一定程度の時間を要することから、発災当初におい

ては、通常使用しているトイレに携帯トイレを設置して使用することを原則とし、マンホールトイ

レの設置後は、状況に応じて携帯トイレを併用して使用するなど複合的な対応を行うことで、安全

で衛生的なトイレ環境を確保していきます。このため、避難所における必要な量の携帯トイレの確

保に努めていきます。

災害用トイレ

これまでの大規模災害では、断水や下水道管の損傷等により、トイレが使用できなくなることへ

の対応として、仮設トイレを中心とした対策が講じられてきましたが、設置やし尿収集に課題があ

ることに加えて、不衛生なトイレ環境に起因した災害関連死の発生なども大きな問題となりました。

本市においても、仮設トイレ等を中心とした対策を講じてきたことから、同様の課題が発生するこ

とが想定されます。令和６年に発生した能登半島地震を契機とし、改めて避難生活における衛生的

なトイレ環境の確保が重視されることとなり、国では「スフィア基準」等を踏まえた「避難所にお

けるトイレの確保・管理ガイドライン」（内閣府）の改定等が行われました。

また、住み慣れた自宅での避難（在宅避難）の有効性が着目されている一方で、本市においては、

各家庭などにおける携帯トイレなどの備蓄が十分でないことも確認されています。
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災害時には民間事業者との連携・協力が必要不可欠であり、本市では、「川崎市防災協力事業所

登録制度」により、民間事業者と広く防災活動に協力し合う取組を進めていることから、災害時に

おけるトイレの提供や貸出など、登録事業者との更なる連携によるトイレ対策に取り組みます。

防災協力事業所登録制度イメージ図

川崎市災害時のトイレ対策方針 概要版

マンホールトイレの整備が進むことで、これまで備蓄してきた仮設トイレを活用することが可能

となることから、避難所以外の公共施設などにおいて、管理などの条件が整う場所をあらかじめ選

定した上で、道路の被災状況などに応じて弾力的な地域展開を行うことで、在宅避難者などが利用

できるトイレ環境の確保に取り組みます。

共助・公助が連携したトイレ対策の地域展開

・本市は、耐震性のある住宅の割合が高く（95.6％）、また、共同住宅への居住率も高い（73％）

状況であることから、在宅避難など避難所以外での避難を見据える必要がありますが、液状化のリ

スクがある地域も広く分布しているため、建物は無事であるものの、排水管等の損傷により、トイ

レが使用できなくなる可能性があります。

・避難所以外の場所で避難生活を送る市民が、自宅近くの地域において、衛生的にトイレの使用が

できるよう、共助、公助で連携してトイレ環境を確保していく取組を展開します。

取組① 仮設トイレを活用した弾力的な地域展開

市民の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ

取組② 災害時のトイレ対応訓練の実施

取組① トイレ対策の啓発強化

・かわさき市民アンケートによると、携帯トイレを３日分以上備蓄している人の割合は32.1%、災

害時のトイレの使用方法を知っている人の割合は34.5%であり、啓発が市民に行き届いていない状

況となっています。

・自らの命は自らが守るという「自助」の考え方を基に、市民一人ひとりの備えの意識を高めると

ともに、多様な主体との連携が重要となることから、自助・共助の具体的な行動につなげる取組を

実施します。

携帯トイレの備蓄のほか、災害時におけるトイレの使用方法、使用可否の確認方法、使用済みの

携帯トイレの廃棄方法など、市民のトイレに関する意識を一層高めていく啓発活動を、あらゆる機

会を捉えて行います。

また、各種防災関連のイベント等において、携帯トイレの使用実演やサンプル配布を行うことで、

実際に手に取る機会を設け、家庭内備蓄など市民の具体的な行動につなげていきます。

災害時の衛生的なトイレ環境を確保するため、災害時におけるトイレの運用について、避難所

運営マニュアル標準例へ位置付けるとともに、防災訓練等を通じて、避難所における発災当初の

トイレ対応の一連の訓練を実施します。また、児童生徒の防災教育の一環として、携帯トイレの

使用方法を学ぶ取組など、災害時のトイレ対応の理解を深める取組を実施することで、意識の醸

成を図ります。さらに、平時から地域の多様な主体と防災訓練等の場などを通じて関係性を深め

ることにより、災害時の連携を強化します。

自助・共助 共助･公助方向性２ 方向性３

便座を上げ、
ポリ袋をセット

携帯トイレの袋を便座
の上からセット

中の空気を抜いて
二重袋にし、普通
ごみとして出す

携帯トイレの使用方法

使用後に凝固剤を
上から振りかける
※凝固剤タイプ

取組② 民間事業者との連携と新たな仕組みの構築

取組③ 災害用トイレの確保に向けた支援制度の構築

避難所以外の場所に、災害時に使用できるトイレ環境を増やしていくため、自主防災組織や町内

会、民間事業者など、多様な主体の共助による災害用トイレの備蓄や設置等につながる新たな支援

制度の構築に取り組みます。

また、地域の商業施設などとの連携を強

化し、家庭内における携帯トイレの備蓄率

向上に向けた取組や、災害時の店舗内トイ

レの提供、災害用トイレの設置協力など、

在宅避難者などへの支援拠点として協力し

ていただく仕組みの構築に取り組みます。

【平常時】
●防災訓練の参加など

【災害時】
●初期消火
●救護活動
●一時避難所として駐車場を提供
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川崎市災害時のトイレ対策方針

令和８年１月
川崎市危機管理本部
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第１章 災害時におけるトイレ対策
１ 策定の目的

２ 他の計画との関係

３ 国の動向

避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（内閣府）（抜粋）
市町村は、スフィア基準に沿って
・災害発生当初は、避難者 ５０ 人当たり１ 基
・その後、避難が⾧期化する場合には、２０人当たり １ 基
・女性用と男性用トイレの比率３:１
・トイレの平均的な使用回数は、１日５回
として、備蓄や災害時用トイレの確保計画を作成すること。

災害時のトイレ環境は、能登半島地震をはじめとする過去に発生した大規模
な震災において、水洗トイレが使用できず衛生環境が悪化し、被災した市民の
避難生活や健康に影響を及ぼすことが繰り返し発生して問題となっています。
本市でも首都直下地震等への備えを強化していく上で、災害時のトイレ対策

は喫緊の課題として捉え、取組を進めています。
今回策定する「川崎市災害時のトイレ対策方針」（以下「本方針」とい

う。）は、災害発生当初から誰もが安心して使用することができる安全で衛生
的なトイレ環境の構築を目指し、本市でこれまで進めてきた学校施設や上下水
道等の耐震化の取組を活かすとともに、住宅環境、地域コミュニティの変化、
在宅避難や帰宅抑制など避難行動の多様化を踏まえた本市の災害時のトイレ対
策について方針を示し、自助、共助、公助が連携・協力して災害時におけるト
イレ環境の確保に取り組んでいくことを目的とするものです。

本方針は、かわさき強靭化計画や川崎市地域防災計画（以下「地域防災計
画」という。）、川崎市備蓄計画（以下「備蓄計画」という。）などの防災関
連計画と連動し、災害時のトイレ対策を喫緊の課題として捉え、指定避難所
（以下「避難所」という。）へのマンホールトイレを軸としたトイレ環境の整
備や、自助・共助と連携・協力したトイレ対策の方向性を定め、川崎市総合計
画や、防災に関連する法令などと整合を図りながら取組を進めていくものです。

国は、過去の災害被害や「スフィア基準※」等を踏まえ、令和６（２０２
４）年１２月に「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」（内閣
府）等を改定し、災害時のトイレの確保・管理に関する考え方を示しており、
また、防災基本計画を令和６（２０２４）年６月に修正した際に、市町村に対
し在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めることとしています。

※スフィア基準とは
人道憲章と人道対応に関する最低基準（通称:スフィア基準）は、平

成９（１９９７）年にNGOグループと国際赤十字・赤新月運動が開始し
たスフィアプロジェクトにて策定されました。紛争や災害の被害者が尊
厳のある生活を送ることを目的に定められた基準です。人間が生命を維
持するために必要最小限な水の供給量、食糧の栄養価、居留地内のトイ
レの設置基準や数、また避難所の一人あたりの最小面積や保健サービス
の概要などが具体的に紹介されており、国は、避難所の質の向上を考え
るときに参考とするべき国際基準として示しています。

○「トイレの個数については、施設のトイレの個室（洋式便器で携帯トイレを使用）と災害用トイ
レを合わせた数として算出する。また、バリアフリートイレは、上記の個数に含めず、避難者の人
数やニーズに合わせて確保することが望ましい。」とされている。
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４ 過去の災害時のトイレ環境

〇東日本大震災（平成２３（２０１１）年）

・避難所のトイレの便器が詰まって悪臭が立ち込め、使用禁止となった。
・避難所に備蓄されていた携帯トイレ１回分を数人で使用することもあった。
・避難所等へ仮設トイレが設置されたものの、和式トイレだったことから足腰
が不自由な人などから「段差が登れない」という声があった。

〇阪神・淡路大震災（平成７（１９９５）年）

〇新潟県中越地震（平成１６（２００４）年）

〇能登半島地震（令和６（２０２４）年）

〇熊本地震（平成２８（２０１６）年）
・仮設トイレが避難所へ行き渡るのに平均して約１４日、最大１７日要したが、
マンホールトイレは発災当日に設置することができた。

・車中での避難生活を送る避難者がいた。

（出典:日本トイレ研究所）

（出典:日本トイレ研究所）

最大震度７ M6.8

最大震度７ M7.3

最大震度７ M9.0

最大震度７ M7.3

最大震度７ M7.6

・道路網の分断や交通渋滞により、他都市等から提供された災害用トイレの
設置に時間を要した。

・神戸市内の水洗化率が高く、バキュームカーの保有台数が２０台程度しか
なかったことから、し尿の汲み取り体制が不十分であった。

・発災直後の市町村の災害対応では、水、食料、毛布、医薬品の確保が優先
された一方で、トイレの対応は後回しとなり、避難所に災害用トイレが設
置されたのは、早いところでも３日目以降となった。

・災害用トイレの数が足りないという苦情が多くあった。
・“トイレが不安で水を飲むことを控えたとする人”は小千谷市で３３.３％、
川口町で１３.８％にのぼった。

・死者のうち半数近くが災害関連死といわれており、ストレスや不眠、集
団生活による感染症なども原因と考えられる。
また、トイレを我慢したことも一因となっている。

・発災当初は寒さが厳しく、屋外に設置された災害用トイレの使用は困難で
あった。

・バキュームカーが不足していたため、使用できない汲み取り式のトイレが
多くあった。

・組立トイレとセットで使うテントは、備蓄や持ち運びが容易だが、屋外に
設置して、強風により転倒した例が多数あった。

参考:兵庫県「避難所等におけるトイレ対策の手引き」
内閣府 防災情報のページ

過去に発生した災害では、発災後の断水や下水道管の損傷等により、自宅等
のトイレが使用不能となった被災者が、避難所や公共施設等に押し寄せ、流れ
ないトイレに排泄したことで避難所等のトイレ環境が劣悪な衛生状態となりま
した。また、バキュームカーによるし尿の収集などが困難となり、不衛生なト
イレが多くなったことから、トイレの利用を減らすために食事や水分摂取を控
える人もおり、健康被害や災害関連死につながったとともに、車中泊や在宅避
難など避難所以外での避難が増加しました。

第１章 災害時におけるトイレ対策
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（３）防災啓発

５ 本市におけるこれまでのトイレ対策
（１）避難所におけるトイレ対策 （２）民間事業者との連携

（出典:川崎市備蓄計画（平成２９年４月改定））

【備蓄計画での計画数量】

協定等
川崎市防災協力事業所登録制度
災害時における帰宅困難者支援に関する協定
災害時における携帯トイレ等の提供協力に関する協定
災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定

〇災害用トイレの備蓄
 備蓄数については、平成２４（２０１２）年度に実施した川崎市地震被
害想定調査の結果などから、「震災の発生により、家屋の全壊、焼失、
半壊のため、避難所で生活することを余儀なくされた者」などを対象に、
年代等を考慮して算定している。

 仮設トイレや携帯トイレなどの備蓄物資は、避難所の備蓄倉庫や、各区
の集中備蓄倉庫などに収納しており、発災後、倉庫から必要な物資を使
用するとともに、被災状況等に応じて仮設トイレ等を運搬し、設置する
こととしている。

 設置した仮設トイレのし尿の収集は、市内の生活環境事業所に配置した
バキュームカーで行うことを想定している。

これまでの本市のトイレ対策では、地域防災計画、備蓄計画に基づき、公
助の取組として災害用トイレの備蓄を計画的に行ってきました。

地域の防災力強化に向けて、災害時の活動に関する協定や、救援活動に協力
する意欲のある事業者等を登録する「川崎市防災協力事業所登録制度」（３９
４事業所※）による災害用トイレ等の提供などの支援体制を整備してきました。

防災啓発冊子「備える。かわさき」や「市政だより」などにおいて広く市民
に向けた啓発を行うなど、自助による災害への備えの意識を高める取組を進め
てきました。また、各区総合防災訓練や避難所運営会議による避難所開設訓練
などにおいて、仮設トイレの設置訓練等を行うことにより、共助によるトイレ
対策を強化する取組を進めてきました。

種類 計画 備考
紙おむつ（乳児用） 121,000枚 生活必需品として備蓄

紙おむつ（大人用） 30,000枚 生活必需品として備蓄

簡易トイレ 4,805個 災害用トイレとして備蓄

携帯トイレ 1,572,900枚 災害用トイレとして備蓄

仮設トイレ 3,021基 災害用トイレとして備蓄

マンホールトイレ（上屋） 179基 災害用トイレとして備蓄

第１章 災害時におけるトイレ対策

※令和８年１月５日現在
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第２章 本市におけるこれからのトイレ対策
基本的な考え方

これまでのトイレ対策 トイレ対策の方向性

・仮設トイレと携帯トイレ、簡易トイレを中心としたト
イレ対策

・仮設トイレに溜まるし尿は、バキュームカーによる
収集を想定

・各区総合防災訓練や避難所開設訓練における、災害用
トイレの設置訓練の実施

公助（避難所）

自助・共助（地域）
【防災啓発】
・防災啓発冊子「備える。かわさき」等で携帯トイレの
備蓄などを啓発

・各区総合防災訓練や避難所開設訓練においても、携帯
トイレの備蓄などを啓発

【民間事業者との連携】
・災害用トイレの提供や災害時の活動に関する協定など
によるトイレの確保

過去の災害での状況や本市の強みを踏まえ、持続的かつ衛生的に使用できる可能性が
高いマンホールトイレと携帯トイレを併用するなど、複合的な対策を構築することで、
災害時においても避難者が安心・安全に使用することができる、衛生的なトイレ環境を
確保します。

災害時において、自分自身の生命、身体及び財産を守る「自助」の考え方が防災力向
上の基本理念の一つとして地域防災計画に示されていることからも、市民一人ひとりが
災害に対する関心と理解を深め、災害への備えの強化につながるよう、啓発等の強化や
多様な主体と連携した取組を実施します。

これまでのトイレ対策は、避難所での避難生活が前提となっていましたが、 在宅避難
など、避難行動の多様化を見据えて、共助・公助の連携・協力により、避難所だけでな
い、地域で面的な広がりのあるトイレ対策を実施します。

公助

自助・共助

共助・公助

これまでの大規模災害では、断水や下水道管の損傷等により、トイレが使
用できなくなることへの対応として、仮設トイレを中心とした対策が講じら
れてきましたが、設置やし尿収集に課題があることに加えて、不衛生なトイ
レ環境に起因した災害関連死の発生なども大きな問題となりました。本市に
おいても、仮設トイレ等を中心とした対策を講じてきたことから、同様の課
題が発生することが想定されます。
令和６年に発生した能登半島地震を契機とし、改めて避難生活における衛

生的なトイレ環境の確保が重視されることとなり、国では「スフィア基準」

等を踏まえた「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」（内閣
府）の改定等が行われました。また、住み慣れた自宅での避難（在宅避難）
の有効性が着目されている一方で、本市においては、各家庭などにおける携
帯トイレなどの備蓄が十分でないことも確認されています。
過去の大規模災害で得られた教訓や課題に対応するため、在宅避難や帰宅

抑制などの避難行動の多様化や、本市における学校や上下水道等の耐震化の
進展を踏まえて、自助・共助・公助が連携しながら取り組むトイレ対策につ
いて、次の３つの方向性を定めます。
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方向性１ 避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換

マンホールトイレのメリット
・汲み取りが必要ないことから、バキュームカーでのし尿の収集などの業務
が軽減される。

・水洗トイレに近い衛生環境が確保できる。
・下水管きょに被害が生じた場合でも、一定量の貯留が可能である。

公助

仮設トイレを中心としたトイレ対策は、発災後の道路状況やバキュームカー
の台数等を勘案すると継続的な運用が難しく、過去の災害と同様の問題が本市
でも発生することが懸念されます。
一方で、本市の強みとして、避難所と水処理センターを結ぶ下水管きょの耐

震化が進むとともに、避難所となる市立小・中学校には開設不要型応急給水拠
点が整備されており、災害時にマンホールトイレを有効に活用できるインフラ
環境があることから、災害の影響を受けにくく、持続的かつ衛生的に使用でき
る可能性が高いマンホールトイレを軸としたトイレ対策に転換することとし、
避難所となる市立学校等へ整備していきます。
また、発災当初から衛生的なトイレ環境を迅速に確保するため、状況に応じ

た複合的な対策を実施します。
主
に
屋
内
で
使
用

特徴など種類

・既存のトイレ個室・便器を活用して使用
・袋、吸水シートや凝固剤がセットになったもの
・使い捨てであり、排泄後の処理やごみを一時的に保管する場所が
必要
・自宅でも使用可能

携帯トイレ

・携帯トイレのセットに加え、主に段ボールなどでの簡易便座が
セットになったもの
・携帯トイレ部分については、排泄後の処理や一時的に保管する場
所が必要
・プライバシーが確保できる場所に設置して使用
・自宅でも使用可能

簡易トイレ

・建設現場やイベント等で使用されているトイレ
・便器下部に便槽があり、一定程度溜められる。
・一定の要件が揃えば、どこでも設置が可能
・便槽に溜まったし尿はバキュームカーでの回収が必要
・屋外で使用するためには照明等の安全対策が必要

仮設トイレ

・下水本管直結型、貯留型などがある。
・通常の水洗トイレに近い感覚で使用できる。
・一時貯留機能を有したものは、し尿の一定量貯留が可能
・段差を最小限にすることでバリアフリー対応も一定可能
・屋外で使用するためには照明等の安全対策が必要

マンホール
トイレ

主
に
屋
外
で
使
用

災害時のトイレ

避難所におけるトイレについては、「避難所におけるトイレの確保・管
理ガイドライン」（内閣府）で示されている基準の考えに沿って、マン
ホールトイレを軸に、携帯トイレ等を複合的に活用し、トイレの数は５０
人に１基、女性対男性比率３:１及び要配慮者用のトイレ確保を目指しま
す。

災害用トイレとは、断水や下水道が使用できない時にも使用が可能なト
イレで、携帯トイレ、簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレ、トイ
レカー、コンポスト式等の自己処理型トイレなど、多様な種類があります。
本方針においては、携帯トイレ、簡易トイレ、仮設トイレ及びマンホー

ルトイレを活用し、発災後の時間経過や被災状況に応じ、各種の特徴を踏
まえて組み合わせていくことで、良好なトイレ環境の確保を図ります。

第２章 本市におけるこれからのトイレ対策
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方向性１ 避難所におけるマンホールトイレを軸としたトイレ対策への転換 公助

※１川崎区役所は民間ビルのため、また、宮前区役所は庁舎移転が予定されており、今後もマンホール
トイレ整備等の有無について別途検討していくため、除いています。

※２既存のマンホールトイレで必要となる機材を含め、整備します。

東日本大震災での使用状況
（東松島市）（出典:国土交通省）

取組① マンホールトイレの整備 取組② マンホールトイレ整備後の効果的な管理・運用

取組③ 携帯トイレを活用した複合的な対策の実施

マンホールトイレの整備イメージ

地中に埋設した排水管が下水道につながっていま
す。

○整備箇所
１５０避難所(市内の１７４避難所の内、既に整備された２４避難所を除く。)
及び５区役所※１

○整備規模
災害時に想定されるトイレ利用者数やマンホールトイレ整備に向けた基礎
調査の結果等を勘案し、１箇所あたり最低５穴、最大１０穴の整備を基本
とする。

○構造・サインほか※２（想定）
・型式:管路内貯留型マンホールトイレ
・水源:開設不要型応急給水拠点を水源とすることを基本とする。
・上部構造
屋外での使用に耐え、折り畳み収納可能なもの
要配慮者の利用を想定したユニバーサルデザインを含む

・備品等
夜間の女性や子どもの利用を想定した可搬式の照明の設置
マンホールトイレの場所を周知するサイン等の設置

・マンホールトイレの設置等に関するマニュアルの整備
〇整備スケジュール
・令和８年度から整備に着手し、おおむね令和１３年度を目途に完了
・地域防災拠点となる中学校への整備工事から着手

平常時から市内の民間事業者と連携し、マンホールトイレ整備後の定期点
検や設置訓練を実施することで、災害時にも速やかに衛生的なトイレ環境を
確保できる体制を構築します。

災害時、余震や停電等で混乱する中で、マンホールトイレの設置に一定程
度時間を要することが想定されるため、発災当初においては、通常使用して
いるトイレに携帯トイレを設置して使用することを原則とし、マンホールト
イレの設置後は、状況に応じて携帯トイレを併用して使用するなど複合的な
対応を行うことで、安全で衛生的なトイレ環境を確保していきます。このた
め、避難所における必要な量の携帯トイレの確保に努めていきます。

第２章 本市におけるこれからのトイレ対策
公助

平常時のマンホールトイレ
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家庭における備蓄の状況

（出典:令和６（2024）年度 かわさき市民アンケート）

自助・共助

携帯トイレの備蓄

３２．１％

取組① トイレ対策の啓発強化地震等の発災時において、避難所に災害時支援物資が届き、配布するなど
の体制が整うまでには数日間を要することが考えられるため、公的備蓄のほ
か、自助・共助による備えが重要となります。
しかし、令和６（２０２４）年度に実施した「かわさき市民アンケート」

では、携帯トイレを３日分以上備蓄している割合は３２.１％、災害時のトイ
レの使用方法を知っている人の割合が３４.５％となっており、啓発が市民に
行き届いていない状況となっています。
災害時のトイレ対策は、自らの命は自らが守るという「自助」の考え方を

基に、市民一人ひとりの備えの意識を高めるとともに、多様な主体との連携
が重要となることから、自助、共助の具体的な行動につなげる取組を実施し
ます。

携帯トイレの備蓄のほか、災害時におけるトイレの使用方法、使用可否の
確認方法、使用済みの携帯トイレの廃棄方法など、市民のトイレに関する意
識を一層高めていく啓発活動を、あらゆる機会を捉えて行います。
また、各種防災関連のイベント等において、携帯トイレの使用実演やサン

プル配布を行うことで、実際に手に取る機会を設け、家庭内備蓄など市民の
具体的な行動につなげていきます。

災害時の衛生的なトイレ環境を確保するため、災害時におけるトイレの運用
について、避難所運営マニュアル標準例へ位置付けるとともに、防災訓練等を
通じて、避難所における発災当初のトイレ対応の一連の訓練を実施します。ま
た、児童生徒の防災教育の一環として、携帯トイレの使用方法を学ぶ取組など、
災害時のトイレ対応の理解を深める取組を実施することで、意識の醸成を図り
ます。さらに、平時から地域の多様な主体と防災訓練等の場などを通じて関係
性を深めることにより、災害時の連携を強化します。

取組② 災害時のトイレ対応訓練の実施

第２章 本市におけるこれからのトイレ対策
方向性２ 市民の具体的な行動につなげる自助・共助への働きかけ
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方向性３ 共助・公助が連携したトイレ対策の地域展開 共助・公助

本市の地域特性として、住宅の耐震化率が令和２年度末で９５.６％（川崎
市耐震改修促進計画より）と高い状況にあり、また、マンションをはじめと
する共同住宅への居住率の割合が７３%（川崎市の住宅事情２０２１より）
と高い住宅環境となっていることから、在宅避難など避難所以外での避難を
見据える必要があります。
一方で、液状化のリスクがある地域も広く分布しているため、建物は無事

であるものの、排水管等の損傷によってトイレが使用できなくなる可能性が
考えられます。
そのため、避難所以外の場所で避難生活を送る市民が、自宅近くの地域に

おいて、衛生的にトイレの使用ができるよう、共助、公助で連携してトイレ
環境を確保していく取組を展開します。

マンホールトイレの整備が進むことで、これまで備蓄してきた仮設トイレを
活用することが可能となることから、避難所以外の公共施設などにおいて、管
理などの条件が整う場所をあらかじめ選定した上で、道路の被災状況などに応
じて弾力的な地域展開を行うことで、在宅避難者などが利用できるトイレ環境
の確保に取り組みます。

災害時には民間事業者との連携・協力が必要不可欠であり、本市では、「川
崎市防災協力事業所登録制度」により、民間事業者と広く防災活動に協力し合
う取組を進めていることから、災害時におけるトイレの提供や貸出など、登録
事業者との更なる連携によるトイレ対策に取り組みます。
また、地域の商業施設などと

の連携を強化し、家庭内におけ
る携帯トイレの備蓄率向上に向
けた取組や災害時の店舗内トイ
レの提供、災害用トイレの設置
協力など、在宅避難者などへの
支援拠点として協力していただ
く仕組みの構築に取り組みます。

避難所以外の場所に、災害時に使用できるトイレ環境を増やしていくため、
自主防災組織や町内会、民間事業者など、多様な主体の共助による災害用トイ
レの備蓄や設置等につながる新たな支援制度の構築に取り組みます。

第２章 本市におけるこれからのトイレ対策

取組① 仮設トイレを活用した弾力的な地域展開

取組② 民間事業者との連携と新たな仕組みの構築

取組③ 災害用トイレの確保に向けた支援制度の構築

（出典:平成２２（2010）年 川崎市地震被害想定調査）

防災協力事業所登録制度イメージ図

【平常時】
●防災訓練の参加など

【災害時】
●初期消火
●救護活動
●一時避難所として駐車場を提供

● 川崎市直下の地震の液状化危険度分布
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川崎市災害時のトイレ対策方針
令和８年１月
【お問合せ】

危機管理本部危機管理部事業調整担当
電 話:０４４ー２００ー２８４２
ＦＡＸ:０４４ー２００ー３９７２
E-mail:60kikika@city.kawasaki.jp
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スケジュール

整備完了予定箇所数 0 26 62 104 139 155

R11 R12 R13R7 R8 R9 R10

整備工事

整備工事

詳細設計

詳細設計
基礎調査

(整備箇所の決定)

整備工事詳細設計

整備工事詳細設計

マンホールトイレの整備事業

【整備スケジュールと概算事業費】

マンホールトイレの整備に係る概算事業費については、現

時点で約93億円、そのうち工事に要する事業費を約82億円と

試算しています。今後も基礎調査を進める中で、事業費の更

なる精査を行っていきます。

※各区の中学校（地域防災拠点）を先行して整備します。

※学校における体育館空調や再生整備工事など、それぞれの工事に支障が生じないよう

関係局と調整を図るとともに、学校運営の妨げとならないよう配慮しながら整備を進めます。

（百万円）

約93億円

工事費
約82億円
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